
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「雑誌スポンサー制度」とは…  

スポンサーに図書館で所蔵している雑誌を現物納付していただき、

提供していただいた雑誌・最新号のカバー・雑誌架の扉に、スポ

ンサー名やスポンサーの作成したチラシなどを掲示させていただく

ものです。 

 

令和８年度 伊勢原市立図書館 

雑誌スポンサーを募集します 
 

伊勢原市立図書館では、雑誌コーナーの充実を図るため「雑誌スポンサー制度」を導入しています。 

親子連れや学生、ビジネスマン、主婦、シルバー世代など幅広い市民が訪れる図書館に広告を出し

てみませんか？ 

 

図書館は、１日約 1０00 人、年間約２８ 

万人もの来館者があります。 

なかでも雑誌コーナーは、正面の入口近く

にあり、多くの方が立ち寄って気軽に読書

を楽しんでいます。 

広告効果がありスポンサーの地域貢献活動

を市民にアピールできる「雑誌スポンサー

制度」をお店や会社などのイメージアップ

に是非ご活用ください。 

雑誌の裏側には、雑誌と同じサイズ

かそれ以下の大きさのチラシを 

貼ることができます。 

 

カバーの表紙側にはスポンサー名が入ります。 

雑
誌(

裏
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図書館の雑誌に

広告を出しませ

んか？ 



申込書・広告の提出 
広告の掲載 

雑誌の閲覧・貸出 

(年間購読契約) 

 

 

 

 

募集期間 

第１次募集 毎年２月 1日から２月末日まで   

第２次募集 上記期間以外随時 

 

スポンサーの範囲 

市内及び市外に事業所等がある企業、商店、団体等。（個人は除く） 

「伊勢原市広告事業実施要綱」及び「伊勢原市広告掲載基準」により除外される業種や事業者は除きます。 

 

広告内容について 

企業名・商店名・団体名、事業内容、商品案内、ＰＲ文や写真などを掲載できます。 

但し、法令等に反するもの、公序良俗に反するもの、人権侵害・差別・名誉棄損のおそれのあるもの、 

「伊勢原市広告事業実施要綱」及び「伊勢原市広告掲載基準」により除外されるもの、「伊勢原市暴力団 

排除条例」及び「神奈川県暴力団排除条例」の対象となるものは除きます。 

また、「販売期間等の期日及び金額、価格等」の表示もできません。 

 

提供雑誌の選定 

伊勢原市立図書館で作成した「雑誌選定リスト」の中から雑誌を選んでいただきます。 

 

雑誌の納品 

書店等と年間購読契約を締結して、発売日に図書館へ雑誌を納入してください。 

 

応募方法 

当館のホームページ（https://www.lib-isehara.jp/）からダウンロード、または図書館窓口で配布する申込用紙

にご記入いただき、直接お持ちになるか、または郵送等の方法にてご応募ください。 

（郵送の場合は、期限日までに必着となります。） 

※詳しい内容及び上記の要綱、基準、条例等は、当館のホームページに掲載しています。 

【スポンサー手続きの流れ】 

 

          

     

 

 

 

応募・問い合わせ先 

伊勢原市立図書館雑誌スポンサー制度担当 

〒259-1142 伊勢原市田中７６番地 

☎ 0463(92)3600 Fax 0463(92)3501  

ホームページ URL https://www.lib-isehara.jp/ 

ご応募お待ち

しています！ 

スポンサー 

書 店 等 

図 書 館 
利 用 者 

伊勢原市立図書館雑誌スポンサー制度について 

購入費の支払い 

雑誌の納品 
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